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議案第６２号 

市道路線の認定について 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定に基づき、市道の路線

を次のように認定する。 

整理

番号 
路 線 名 

起     点 重要な 

経過地 終     点 

１ １－１７－１号線 
幸手市南３丁目３１６１－３４地先から  

幸手市南３丁目３２１９－１１地先まで 

２ ９２８号線 
幸手市大字千塚６０４－５地先から  

幸手市大字千塚６０４－１６地先まで 

３ ９２９号線 
幸手市西２丁目３５６１－３１地先から  

幸手市西２丁目３５６１－２７地先まで 

４ ９３０号線 
幸手市中５丁目４５７７－１１地先から  

 幸手市中５丁目４５７７－４地先まで 

５ ９３１号線 
幸手市大字上高野１１７４－６地先から  

 幸手市大字上高野１１７４－１地先まで 

６ ９３２号線 
幸手市大字上高野２１１８地先から  

 幸手市大字上高野２０９５－３地先まで 

７ ４１１４号線 
幸手市大字上高野４１９－５地先から  

 幸手市大字上高野４１９－１２地先まで 

 

令和２年９月１日提出 

幸手市長 木 村 純 夫 

提 案 理 由 

未認定道路及び開発行為により築造され市に帰属された道路を市道路線として認

定をするため、この案を提出するものである。 


